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１

ペ
ー
ジ

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
四
号

告
　
示

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
一
七
〇
〜
一
七
二
・
横
手

保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
付
保
義
務
の
同
意
に
係
る
発
起
人
と
な

る
旨
の
届
出
（
一
七
三
・
水
産
漁
港
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
保
安
林
予
定
森
林
の
指
定
通
知
（
一
七
四
・
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
１

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
山
本
地
域
振
興
局

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
３

教
育
委
員
会
告
示

◯
教
育
委
員
会
会
議
の
開
催
（
六
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
３

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示

◯
コ
イ
（
マ
ゴ
イ
及
び
ニ
シ
キ
ゴ
イ
）
の
持
出
し
及
び
移
植
な
ら
び
に

放
流
等
に
係
る
指
示
（
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
す
る
旨
の
通
知
が

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、

結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
一
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、

結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
二
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、

結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
三
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
同
意
に
係
る
発
起
人
と
な
る

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
示
し
、
指
定
漁
船
調
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

告
　
　
　
　
　
　
示

名
　
　
　
称

平
鹿
調
剤
薬
局

東
店

所
　
　
　
在
　
　
　
地

横
手
市
前
郷
字
八
ッ
口
八
十
四

―
一

指
定
年
月
日

平
成
十
九
年
三

月
十
五
日

名
　
　
　
称

平
鹿
調
剤
薬
局

中
央
店

所
　
　
　
在
　
　
　
地

横
手
市
横
手
町
字
四
ノ
口
五
十

六
―
一

指
定
年
月
日

平
成
十
九
年
三

月
十
五
日

名
　
　
　
称

い
ち
ご
薬
局
　
横

手
店

所
　
　
　
在
　
　
　
地

横
手
市
前
郷
字
八
ツ
口
八
十
二

指
定
年
月
日

平
成
十
九
年
三

月
十
五
日

名
　
　
　
称

平
鹿
調
剤
薬
局

中
央
店

所
　
　
　
在
　
　
　
地

横
手
市
横
手
町
字
四
ノ
口
五
十

六
―
一

指
定
年
月
日

平
成
十
九
年
三

月
十
五
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

男
鹿
市
船
越
字
一
向
七
十
六
番
地

米
　
沢
　
初
　
男

男
鹿
市
船
越
字
船
越
百
五
十
四
番
地

米
　
沢
　
和
　
男

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条

第

一

項

の

申

出

を

す

る

漁

業

協

同

組

合

の

名

称

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合

縦
　
　
覧
　
　
期
　
　
間

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
同
年

四
月
六
日
ま
で

縦
　
　
覧
　
　
場
　
　
所

男
鹿
市
船
越
字
船
越
四
百
一
番
地
二
十
二

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合
船
川
総
括
支
所
船
越

支
所

加

入

区

船
越

届
　
　
　
　
　
　
　
　
出
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
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２

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
（一）

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

鹿
角
郡
小
坂
町
大
地
字
滝
ノ
沢
二
七
の
三
、
由
利
本
荘
市
町
村
字
西

由
利
原
五
四
、
五
五
、
六
一
、
六
三
、
六
七
、
六
八
、
七
五
、
七
七
の

一
、
七
八
、
八
〇
の
一
、
八
〇
の
二
、
八
一
、
八
二
の
一
、
八
九
、
九

一
、
九
三
、
九
四
の
一
、
一
〇
三
、
一
〇
四
の
一
、
一
〇
八
の
一
、
一

一
二
の
一
、
一
一
二
の
四
、
一
二
四
の
一
、
一
二
九
の
一
、
一
三
六
の

一
、
一
四
八
、
岩
城
上
黒
川
字
小
杉
台
一
、
字
水
ツ
キ
一
の
一
か
ら
一

の
三
、
二
の
一
、
二
の
二
、
字
釜
ヶ
台
一
の
一
、
一
の
二
、
二
の
一
、

二
の
二
、
三
の
一
、
三
の
三
、
字
引
越
沢
一
、
字
籠
堂
一
の
一
、
字
奥

山
一
の
二
か
ら
一
の
四
ま
で
、
字
菖
蒲
田
四
〇
の
一
、
四
〇
の
三
、
七

八
、
七
八
の
一
、
字
川
原
田
四
四
の
一
〇
、
湯
沢
市
上
院
内
字
大
沢
一

の
一
、
一
の
二
、
一
の
八
、
一
の
五
一
、
四
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）
、
四
の
二
、
四
の
四
、
四
の
五
、
六
、
七
の
一
・
七
の

二
（
以
上
の
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
七
の

四
（二）

指
定
の
目
的
　
水
源
の
か
ん
養

（三）

指
定
施
業
要
件

（１）

立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
滝
ノ
沢
二
七
の
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

イ
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な

い
。

ウ
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木

の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

エ
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（２）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
（一）

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

鹿
角
市
尾
去
沢
字
水
沢
三
の
一
一
か
ら
三
の
一
四
ま
で
、
三
の
一
九

か
ら
三
の
二
一
ま
で
、
四
の
八
、
六
の
一
七
、
六
の
二
六
、
大
館
市
十

二
所
字
宮
前
一
六
〇
、
北
秋
田
市
七
日
市
字
向
中
島
一
三
の
一
、
一
三

の
三
、
一
三
の
五
、
一
三
の
九
か
ら
一
三
の
一
五
ま
で
、
一
四
の
一
、

一
四
の
三
、
一
五
の
二
、
一
五
の
四
か
ら
一
五
の
八
ま
で
、
一
五
の
一

〇
、
一
五
の
一
一
、
一
五
の
一
三
か
ら
一
五
の
一
五
ま
で
、
一
五
の
一

七
か
ら
一
五
の
二
〇
ま
で
、
一
五
の
二
二
か
ら
一
五
の
二
七
ま
で
、
一

五
の
三
〇
か
ら
一
五
の
三
二
ま
で
、
一
五
の
三
四
か
ら
一
五
の
三
九
ま

で
、
一
六
の
一
、
二
四
の
一
か
ら
二
四
の
三
ま
で
、
四
五
の
二
か
ら
四

五
の
四
ま
で
、
四
五
の
六
か
ら
四
五
の
一
四
ま
で
、
四
五
の
一
七
、
四

五
の
一
九
か
ら
四
五
の
三
三
ま
で
、
四
五
の
三
五
か
ら
四
五
の
三
八
ま

で
、
四
五
の
四
〇
か
ら
四
五
の
五
一
ま
で
、
四
五
の
五
三
、
四
五
の
五

五
か
ら
四
五
の
七
九
ま
で
、
四
五
の
八
二
か
ら
四
五
の
八
九
ま
で
、
四

五
の
九
一
か
ら
四
五
の
九
五
ま
で

（二）

指
定
の
目
的
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

（三）

指
定
施
業
要
件

（１）

立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
水
沢
三
の
一
一
・
三
の
一
二
・
三
の
二
〇
・
三
の
二
一
・
四

の
八
・
六
の
一
七
・
六
の
二
六
（
以
上
七
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
宮
前
一
六
〇
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）
、
字
向
中
島
一
三
の
三
・
一
三
の
一
二
・
一
三
の
一

五
・
一
四
の
三
・
一
五
の
六
・
一
五
の
七
・
四
五
の
九
か
ら
四
五

の
一
一
・
四
五
の
四
〇
か
ら
四
五
の
四
四
ま
で
（
以
上
一
四
筆
に

つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
・
四
五
の
八
二
、
四
五

の
八
七
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

イ
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な

い
。

ウ
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木

の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

エ
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（２）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
（一）

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

由
利
本
荘
市
烏
川
字
上
原
台
九
二
、
九
三

（二）

指
定
の
目
的
　
土
砂
の
崩
壊
の
防
備

（三）

指
定
施
業
要
件

（１）

立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

イ
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木

の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

ウ
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（２）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関

係
書
類
を
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
、
鹿
角
地
域
振
興
局
農
林
部
、
北
秋
田

地
域
振
興
局
農
林
部
、
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
、
雄
勝
地
域
振
興
局
農
林

部
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
小
坂
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
能
代
市
東
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任

及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公

告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名
　

能
代
市
字
大
曲
百
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
　
冨
義

〃
　
　
外
割
田
字
宅
地
二
十
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
齋
藤
　
長
幸

〃
　
　
字
戸
草
沢
五
番
地
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
若
松
　
健
悦

〃
　
　
常
盤
字
町
辺
七
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
邉
　
　
博

〃
　
　
字
鵜
鳥
川
原
百
十
二
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
坂
　
敏
範

〃
　
　
槐
字
四
日
市
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
義
博

〃
　
　
母
体
字
小
沢
口
百
七
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
戸
松
　
勇
孝

〃
　
　
字
鶴
形
四
十
七
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
　
昭
雄

〃
　
　
扇
田
字
四
ッ
屋
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塚
本
庄
太
郎

〃
　
　
桧
山
字
新
田
家
の
前
八
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
矢
田
部
　
昌

〃
　
　
久
喜
沢
字
久
喜
沢
十
番
地
五
　
　
　
　
　
　
　
　
工
藤
　
正
徳

〃
　
　
字
東
面
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
崎
　
林
一

〃
　
　
常
盤
字
魔
面
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舛
屋
　
　
誠

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名
　

能
代
市
字
大
曲
百
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
　
冨
義

〃
　
　
外
割
田
字
宅
地
二
十
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
齋
藤
　
長
幸

〃
　
　
字
戸
草
沢
五
番
地
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
若
松
　
健
悦

〃
　
　
常
盤
字
町
辺
七
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
邉
　
　
博

〃
　
　
字
鵜
鳥
川
原
百
十
二
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
坂
　
敏
範

〃
　
　
槐
字
四
日
市
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
義
博

〃
　
　
母
体
字
小
沢
口
百
七
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
戸
松
　
勇
孝

〃
　
　
字
鶴
形
四
十
七
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
　
昭
雄

〃
　
　
扇
田
字
四
ッ
屋
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塚
本
庄
太
郎

〃
　
　
桧
山
字
新
田
家
の
前
八
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
矢
田
部
　
昌

〃
　
　
久
喜
沢
字
久
喜
沢
十
番
地
五
　
　
　
　
　
　
　
　
工
藤
　
正
徳

〃
　
　
字
東
面
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
崎
　
林
一

〃
　
　
常
盤
字
魔
面
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舛
屋
　
　
誠

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

能
代
市
字
町
後
三
十
一
番
地
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
　
忠
雄

〃
　
　
朴
瀬
字
登
家
場
六
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
山
谷
　
慶
一

〃
　
　
常
盤
字
山
谷
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
孫
太
郎

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

公
　
　
　
　
　
　
告
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能
代
市
字
町
後
三
十
一
番
地
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
　
忠
雄

〃
　
　
朴
瀬
字
登
家
場
六
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
山
谷
　
慶
一

〃
　
　
常
盤
字
山
谷
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
孫
太
郎

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県
能
代
地
区
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款

変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
三
月
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
大
仙
市
神
宮
寺
松
倉
堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り

役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
神
宮
寺
字
神
宮
寺
百
九
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
齊
藤
　
泰
幸

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号

次
の
と
お
り
教
育
委
員
会
会
議
を
開
催
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
太
　
田
　
宥
　
子
　

一
　
日
時
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日
　
午
後
三
時

二
　
場
所
　
教
育
委
員
会
委
員
室

三
　
案
件

（一）

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

（二）

教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
案

（三）

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
案

（四）

あ
き
た
教
育
新
時
代
創
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
平
成
十
九
年
度
実
施
計
画

（
案
）

（五）

教
育
職
員
免
許
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

（六）

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則

の
整
理
に
関
す
る
規
則
案

（七）

そ
の
他

秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項

及
び
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
コ
イ
（
マ
ゴ
イ
及
び
ニ
シ
キ

ゴ
イ
を
い
う
。
以
下
同
じ
）
の
取
扱
い
を
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長
　
伊
　
藤
　
　
　
彊
　

一
　
指
示
を
す
る
区
域

県
内
の
公
共
用
水
面
及
び
こ
れ
と
連
接
一
体
を
な
す
県
内
の
水
面

二
　
指
示
の
内
容

（一）

持
ち
出
し
の
制
限

コ
イ
が
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
ィ
ル
ス
病
に
羅
患
し
た
と
き
ま
た
は
そ
の

疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
水
域
の
コ
イ
を
持
ち
出
し

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
蔓
延
防
止
の
た
め
及
び
公
的
機
関
が
試
験
研

究
な
ら
び
に
検
査
に
供
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（二）

移
植
の
制
限

コ
イ
が
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
ィ
ル
ス
病
に
羅
患
し
た
と
き
ま
た
は
そ
の

疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
水
面
に
コ
イ
を
移
植
し
て

は
な
ら
な
い
。

（三）

放
流
等
の
制
限

コ
イ
を
増
殖
等
の
目
的
で
放
流
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
放
流

し
よ
う
と
す
る
コ
イ
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）

汚
染
水
域
由
来
で
な
い
こ
と
。

（２）

汚
染
水
域
由
来
の
コ
イ
と
水
を
介
し
て
の
接
点
が
な
い
こ
と
。

（３）

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
で
陰
性
が
確
認
さ
れ
た
コ
イ
群
で
あ
る
こ
と
。

（四）

遺
棄
の
禁
止

生
死
を
問
わ
ず
コ
イ
を
投
棄
、
遺
棄
し
て
は
な
ら
な
い
。

三
　
指
示
を
す
る
期
間

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

教

育

委

員

会

告

示

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
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